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４
月
１
日
か
ら

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の

　
　

担
当
地
域
を
変
更
し
ま
し
た

　

介
護
保
険
制
度
や
高
齢
者
に
関

す
る
相
談
な
ど
は
、
お
住
ま
い
の

地
区
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

八
街
中
央
中
学
校
区
・

八
街
南
中
学
校
区
に
お
住
ま
い
の
方

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
４
３
‐
１
２
０
７

　

南
部
相
談
窓
口

　

☎
４
４
０
‐
９
３
１
０

八
街
中
学
校
区
・

八
街
北
中
学
校
区
に
お
住
ま
い
の
方

　

北
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
８
８
‐
６
３
９
３

高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ
ス

　

高
齢
者
の
み
の
世
帯
に
、
健
康

保
持
と
安
否
確
認
を
す
る
た
め
、

週
１
回
の
昼
食
を
配
達
し
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
請
書
を
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯

配
達
日

　

月
曜
〜
金
曜
日
の
い
ず
れ
か
の
日

高
齢
者
の
相
談
窓
口　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
（

高
齢
者
の
相
談
窓
口　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
（
2121
））

（
地
区
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）

負
担
金
・
支
払
方
法

　

１
食
３
０
０
円

　

銀
行
窓
口
で
支
払
い

緊
急
通
報
装
置
を
貸
与
し
ま
す

　

高
齢
者
の
み
の
世
帯
な
ど
を
対

象
に
、
急
病
な
ど
の
緊
急
時
に
家

の
中
か
ら
容
易
に
通
報
で
き
る
装

置
を
設
置
（
貸
与
）
し
て
い
ま
す
。

　

装
置
本
体
は
、
固
定
電
話
に
取

り
付
け
て
、
ペ
ン
ダ
ン
ト
型
発
信

機
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
受
信
セ
ン

タ
ー
に
通
報
で
き
る
も
の
と
、
電

話
回
線
の
な
い
方
も
利
用
で
き
る

通
報
専
用
の
携
帯
型
機
器
の
ど
ち

ら
か
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

対
象
者

・
65
歳
以
上
の
み
の
世
帯
の
方　

・
１
・
２
級
の
身
体
障
害
者
の
み

　

の
世
帯
の
方

※
通
報
時
に
か
け
つ
け
て
も
ら
う

方
（
協
力
員
）
は
、
近
所
の
方
や

親
族
の
方
ど
ち
ら
で
も
可
能
で
す
。

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
４
３
‐
１
２
０
７

　

北
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
８
８
‐
６
３
９
３

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

閲
覧
制
度
は
、
固
定
資
産
税
の

納
税
義
務
者
が
固
定
資
産
課
税
台

帳
の
う
ち
、
自
己
資
産
が
記
載
さ

れ
た
部
分
を
確
認
で
き
た
り
、
借

地
人
・
借
家
人
の
方
や
一
定
の
権

利
を
有
す
る
方
が
、
権
利
の
目
的

で
あ
る
固
定
資
産
の
課
税
内
容
を

確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

閲
覧
期
限

　

令
和
７
年
３
月
31
日
㈪

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年

　

末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
日
曜
開
庁
日
は
午
後
５
時
ま
で
）

閲
覧
場
所　

課
税
課

土
地
・
家
屋
価
格
等

　
　
　
　
　

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

縦
覧
制
度
は
、
固
定
資
産
税
の

納
税
者
が
所
有
す
る
土
地
や
家
屋

の
評
価
額
と
、
市
内
の
ほ
か
の
土

地
や
家
屋
の
評
価
額
を
比
較
し
、

評
価
額
の
適
正
さ
に
つ
い
て
確
認

す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

縦
覧
で
き
る
の
は
、
納
税
す
る

内
容
の
み
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

土
地
の
み
を
納
税
す
る
場
合
は
土

地
の
み
の
縦
覧
、
家
屋
の
み
を
納

税
す
る
場
合
は
家
屋
の
み
の
縦
覧

と
な
り
ま
す
。
非
課
税
、
免
税
点

未
満
の
物
件
は
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
縦
覧
制
度
の
趣
旨
を
逸

脱
す
る
よ
う
な
縦
覧
申
請
に
は
、

応
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

縦
覧
期
限

　

４
月
30
日
㈫

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年

　

末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
日
曜
開
庁
日
は
午
後
５
時
ま
で
）

縦
覧
場
所　

課
税
課

　

手
数
料
や
持
参
す
る
も
の
な
ど

詳
し
く
は
、
課
税
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
６

令
和
６
年
度
分
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
と

令
和
６
年
度
分
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
と

　
　
　
　
　
　

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
　
　
　
　
　

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

だ
れ
で
も
カ
フ
ェ
を
開
催

だ
れ
で
も
カ
フ
ェ
を
開
催

　

認
知
症
の
人
や
家
族
、
地
域
住

民
、
専
門
職
な
ど
、
だ
れ
で
も
参

加
が
で
き
気
軽
に
話
し
合
え
る
場

で
す
。
毎
回
テ
ー
マ
を
か
え
て
ミ

ニ
講
話
も
実
施
し
ま
す
。

時
４
月
25
日
㈭

（
毎
月
第
４
木
曜
日
）

　

午
前
10
時
〜
11
時
15
分

場
秘
密
基
地
カ
フ
ェ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｏ
Ｎ

（
八
街
ほ
２
３
８
‐
88
）

費
無
料
（
コ
ー
ヒ
ー
代
な
ど
は
各

　

自
で
負
担
）

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
４
３
‐
１
２
０
７

　

北
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
８
８
‐
６
３
９
３

　

４
月
１
日
㈪
現
在
、
65
歳
以
上

で
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
お
り
、

市
・
県
民
税
（
住
民
税
）
の
納
付

義
務
が
あ
る
方
は
、
公
的
年
金
部

分
の
住
民
税
を
公
的
年
金
か
ら
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
を
し
て
納
付

す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

初
め
て
年
金
か
ら
の
天
引
き
の

対
象
に
な
る
方
は
10
月
か
ら
開
始

と
な
り
ま
す
。
納
付
回
数
は
年
６

回
で
、
前
年
度
の
特
別
徴
収
税
額

（
年
税
額
）
の
２
分
の
１
に
相
当

す
る
額
を
３
回
（
４
月
・
６
月
・

８
月
）
仮
徴
収
し
、
令
和
６
年
度

の
「
年
金
所
得
分
の
住
民
税
決
定

額
」
か
ら
仮
徴
収
分
を
差
し
引
き
、

残
額
を
３
回
（
10
月
・
12
月
・
令

和
７
年
２
月
）
に
分
割
し
て
天
引

き
（
本
徴
収
）
し
ま
す
。

　

公
的
年
金
以
外
の
収
入
に
対
す

る
住
民
税
は
、
今
ま
で
と
同
じ
よ

う
に
給
与
か
ら
の
天
引
き
や
納
付

書
で
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
の
市
・
県
民
税
決

定
通
知
は
６
月
上
旬
頃
の
送
付
予

定
で
す
。

問
課
税
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
６

上
下
水
道
使
用
料
金
の
支
払
方
法
の
お
知
ら
せ

上
下
水
道
使
用
料
金
の
支
払
方
法
の
お
知
ら
せ

　

４
月
１
日
㈪
よ
り
、
水
道
料
金

お
よ
び
下
水
道
使
用
料
の
取
扱
金

融
機
関
で
あ
る
「
み
ず
ほ
銀
行
」

の
窓
口
支
払
い
が
利
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
（
口
座
振
替
は
引
き

続
き
利
用
で
き
ま
す
）

　

ま
た
、
上
下
水
道
使
用
料
金
を

支
払
う
際
に
は
、
取
扱
金
融
機
関

の
口
座
振
替
や
窓
口
支
払
い
、
ス

マ
ホ
決
済
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
上
下
水
道
使
用
料
金

　

支
払
窓
口
の
ご
案
内

○
ス
マ
ホ
決
済
の

　
　
　
　
　

取
り
扱
い

連
絡
先

　

ヴ
ェ
オ
リ
ア
・
ジ
ェ
ネ
ッ
ツ
㈱

　

☎
４
４
３
‐
５
５
９
５

問
水
道
課

　

☎
４
４
３
‐
０
６
７
７

　

下
水
道
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
４
０

年
金
相
談
を
毎
月
実
施
し
て
い
ま
す

年
金
相
談
を
毎
月
実
施
し
て
い
ま
す

　

年
金
相
談
で
は
、
国
民
年
金
や

厚
生
年
金
、
年
金
受
給
な
ど
に
つ

い
て
社
会
保
険
労
務
士
に
相
談
で

き
ま
す
。

　

相
談
す
る
際
に
は
、
年
金
記
録

が
わ
か
る
も
の
や
、
本
人
確
認
で

き
る
も
の
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
予
約
は
不
要
で
す
。

　

今
年
度
の
相
談
日
時
・
場
所
は

次
の
と
お
り
で
す
。

相
談
日
（
毎
月
第
３
木
曜
日
）

　

４
月
18
日
㈭
・
５
月
16
日
㈭
・

　

６
月
20
日
㈭
・
７
月
18
日
㈭
・

　

８
月
15
日
㈭
・
９
月
19
日
㈭
・

10
月
17
日
㈭
・
11
月
21
日
㈭
・

12
月
19
日
㈭
・

　

令
和
７
年
１
月
16
日
㈭
・

　

令
和
７
年
２
月
20
日
㈭
・

　

令
和
７
年
３
月
21
日
㈮

※
令
和
７
年
３
月
20
日
は
祝
日
の

た
め
翌
日
に
実
施
し
ま
す
。

相
談
時
間

　

午
前
10
時
〜
正
午
・

　

午
後
１
時
〜
３
時

※
受
付
時
間
は
、
午
前
は
11
時
30

分
、
午
後
は
2
時
30
分
ま
で
と
な

り
ま
す
。

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

　

相
談
室

問
国
保
年
金
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
３
９

市
・
県
民
税
（
住
民
税
）
を

市
・
県
民
税
（
住
民
税
）
を

　
　
　
　
　
　

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま
す

　
　
　
　
　
　

公
的
年
金
か
ら
特
別
徴
収
し
ま
す

問

問問

時

場費

問

問

問 場

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５


